
着手前相談
県との事前協議

＜添付書類＞
・実施要領第４条に定める様式

審査

美しい宮崎づくり
活動団体 市町村 県

採択
通知

採択
通知

①補助金交付申請

各市町村が定める期日内に提出

②補助金交付申請

事業実施の14日前までに提出
＜添付書類＞

・交付要綱第５条に定める様式

③補助金交付申請

審査

④補助金交付決定

交付決定通知書を送付

⑤補助金交付決定

交付決定通知書を送付
⑥事業着手

⑦実績報告

各市町村が定める期日内に提出

⑧実績報告

事業完了から30日又は翌年度
の４月20日のいずれか早い期日

＜添付書類＞
・交付要綱第11条に定める様式
・実施要領第８条に定める様式

⑨実績報告

審査

⑫支払い

⑩額の確定

交付額の確定通知を送付

確定通知受領後、
県に請求書を送付

⑪補助金の請求

※市町村の交付決定がある
まで、事業には着手でき
ません

＜備考＞
○下記のような場合は、変更承認申請が
必要となるため、変更する前に市町村
窓口へ御相談ください。
・総事業費の20％を超える増減がある
・事業箇所の変更
・当初の計画と大きく異なる内容の変更

○補助金の支払い方法は各市町村にお問い
合わせください。

宮崎県景観形成活動支援補助金 フローチャート

採択通知後、
本申請へ

本申請

事前協議


